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第２号議案 

 

 

令和２年度足立区一般会計 

補正予算(第１５号) 

 

予 算 総 則 

 
令和２年度足立区の一般会計の補正予算(第１５号)は、次に定めるところによる。 

 

 

(歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 6,405,560 千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 375,054,720 千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 

   算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

(繰越明許費の補正) 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 

(債務負担行為の補正) 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

 

(特別区債の補正) 

第４条 特別区債の変更は、「第４表 特別区債補正」による。 

 

 

 

 

 

令和３年２月１９日提出 

 

足 立 区 長   近 藤  弥 生 
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費 補 正　　

1 　追  加

款 項 事   業   名

２　総務費 １　総務管理費 防災会議運営事務 2,717 千円

２　総務費 ３　区民費 区民関係施設改修事務 84,265 千円

６　土木費 ２　道路橋梁費 交差点改良事業 1,244 千円

６　土木費 ２　道路橋梁費 道路の改良事業 311,400 千円

６　土木費 ２　道路橋梁費 舗装の改修事業 65,000 千円

６　土木費 ４　都市計画費 交通施設の整備・改善事業 6,738 千円

６　土木費 ４　都市計画費 鉄道立体化の促進事業 3,542,000 千円

６　土木費 ４　都市計画費
地区まちづくり計画及び地区計画推進
事業

6,793 千円

６　土木費 ４　都市計画費 建築物耐震化促進事業 2,728 千円

７　教育費 ７　社会体育費 生涯スポーツ施設改修事業 4,994 千円

金　　　額
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１　追　加 (単位　千円)

期　　間 限    度    額

令和3年度から
令和4年度まで

31,680

令和2年度から
令和3年度まで

999

第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事　　項　　名

個人番号カード事務室及び交付会場移
転に伴う賃借

五兵衛橋架替え事業移転補償（都住自
治会財産）
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第４表　特 別 区 債 補 正

１　変　更 （単位　千円）

補　　　　正　　　　前

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 備　考

道路整備 179,000 　普通貸借また 4.0% 　起債のときか 　金融事情、

総合住環境整備 173,000 は証券発行の方 以内 ら据置期間を含 その他の都合

法により政府、 ※ め30年以内に償 により、起債

その他より起債 還する｡　　　 の全部または

する｡ 　　　　 　ただし、融通 一部を翌年度

　証券発行の場 条件または財政 に繰延起債す

合における発行 の都合により、 　ることもある｡

価格は額面 100 償還年限を短縮

円につき98円以 し繰上償還また

上とする｡　　　 は借換えするこ

　なお、証券発 ともある｡ 　　

行の場合におい

て発行価格が額

面金額を下回る

ときは、その発

行価格差減額を

うめるために必

要な金額を左欄

の限度額に加算

した金額を限度

額とすることも

ある。　　　　

※　ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の

　見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

起債の目的
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（単位　千円）

補　　　　正　　　　後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 備　考

道路整備 108,700 　普通貸借また 4.0% 　起債のときか 　金融事情、

総合住環境整備 139,000 は証券発行の方 以内 ら据置期間を含 その他の都合

法により政府、 ※ め30年以内に償 により、起債

その他より起債 還する｡　　　 の全部または

する｡ 　　　　 　ただし、融通 一部を翌年度

　証券発行の場 条件または財政 に繰延起債す

合における発行 の都合により、 　ることもある｡

価格は額面 100 償還年限を短縮

円につき98円以 し繰上償還また

上とする｡　　　 は借換えするこ

　なお、証券発 ともある｡ 　　

行の場合におい

て発行価格が額

面金額を下回る

ときは、その発

行価格差減額を

うめるために必

要な金額を左欄

の限度額に加算

した金額を限度

額とすることも

ある。　　　　

※　ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の

　見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

起債の目的
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